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 ～ 沖縄日本から米軍基地をなくす草の根運動 ～ 

草の根ニュース 
－独 立 し ん ぶ ん－ 

 

「米占領軍補完軍隊」（「自衛」「隊」）美化の時流に抗して 

生かそう！ 歴史的名判決  

福島判決 49年 

「『自衛』隊は違憲」‐1973  
 「米占領軍の補完軍隊」である、いわゆる「自衛」隊を美化する風潮が、昨今きわめて強まっ

ています。たとえば、沖縄県の地元紙は次のような内容を報じています。 

沖縄県の地元紙の報道 

本年（2022 年）4 月 25 日、那覇市議会で、

自民党会派が提案した自衛隊や海上保安庁の

任務遂行に感謝する決議を自民、共産などの

賛成多数で可決した。無所属の会（2 人）は反

対した。公明（7 人）、ニライ（6 人）立憲民

主・社大（3 人）は全会一致でないことや、決

議になじまないことなどを理由に退席した。 

決議のタイトルは「本土復帰 50 年に際し、

市民・県民の生命を守る任務施行に対する感

謝決議」。決議に宛先はないため、関係機関

への手交や郵送は行わない。 

決議に反対の立場で討論を立った「無所属

の会」の前泊美紀氏は「私の知人も自衛隊に

おり、感謝の思いはある。しかしながら、緊

急輸送は通常任務の範囲と受け止めており、

決議になじまない。さらに感謝決議は全会一

致で通すのが望ましい。その観点からももう

少し議論を重ねるべき」 

日本沖縄での有力平和市民団体である日本

平和委員会の機関紙「平和新聞」（2022 年 6

月 5 日号）は、沖縄県平和委員会事務局長大

久保康裕さんの記事「自衛隊『感謝』に反

対」を掲載しました。米軍基地をなくす草の

根運動機関紙「草の根ニュース」は、127 号で

同記事を転載しました。改めて、事の重大性

にかんがみ、次に再掲載します。 

「自衛隊『感謝』に反対」 

那覇市議会は 4 月２５日、「復帰後 ５０年の自衛隊等による救患輸送に感

全基地撤去 憲法前文と 9条を言葉通り実行 
国際災害救助隊創設を 

福島判決と伊達判決を活かしましょう！ 
 
■全国本部 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町 19-5 山手マンション 1001 
                         平山両牧師記念平和センター内 
■電話・ファックス : 03-3461-5758       090-4175-2010(事務局長) 
■メール : kusanone@world.ocn.ne.jp 
■ホームページ : http:// www.kusanone.org 
■郵便振替口座: 00190-5-611535  沖縄日本から米軍基地をなくす草の根運動 
全基地撤去の超党派個人加盟全国単一市民団体へ前進を！ 
全都道府県に都道府県本部を、 市区町村に支部を、 地域職場学校に班を  
米軍基地をなくす草の根運動 会員拡大を！「草の根ニュース」読者拡大を！ 

基地と主権侵害なくす憲法 9条実現政府樹立のために  

 



2 

 

謝する決議」を自民・共産計 20人の賛

成多数で可決した。〈下線は「草の根ニュ

ース」編集部〉退席 15 人、反対 2 人だっ

た。 

 一斉に反発の声が上がった。私も失

望した。理由は、急患輸送は法令上・

予算上の任務にすぎず、消防庁の本来

任務を民心掌握のために自衛隊に独占

させていることがそもそもの問題。東

日本大震災での米軍同様、オペレーシ

ョンに過ぎない。自衛隊の有用性を真

正面から問うたたかいの渦中にある宮

古島・石垣島住民の頑張りと団結に水

をさした。〈下線は、「草の根ニュース」編集

部〉発案した元自衛官市議と陸自による

組織的な自作自演の自画自賛のみなら

ず、正体を隠す自衛隊の情報戦に塩を

送った。全会一致が意見書採決の原則

なのに多数決の既成事実を積み上げ

た。他所でも同決議が採択されている

というというのは論外。地方自治の本

旨をわきまえていない。那覇市民の民

意や友好組織の認識まで同一視されか

ねないーなどキリがない。 元陸幕長

の火箱芳文氏は５月１９日、「反自衛

隊・反米軍感情が盛ん」だった沖縄

も、「不発弾処理」「急患空輸支援」

などで「沖縄の陸自部隊の礎を築」い

たと表明している。これらの活動は自

衛隊のためというわけだ。 

 共産党市議団は「感謝」以外に他

意はないとするが、対米従属の軍隊、

侵略的軍隊、反国民的軍隊、違憲の軍

隊である自衛隊にとっては他意しかな

い。後日、「住民感情への配慮、自衛

隊の増強等に利用されかねないことを

思慮すれば真摯に反省」すると表明し

たが、誤りとの認識はないようだ。自

衛隊明記をねらう改憲機運が高められ

ていくなかで、一番警戒すべき立場の

はずだ。「自衛隊の増強に利用されか

ねない」どころか、そのための決議で

あることは明白。「思慮」ではなく、

真贋（しんがん）の問題だ。屋良決議

書の懸念が現実化してきたが、５月２

０日の宮古島市議会では、共産党の上

里樹議員はキッパリと反対してくれ

た。 

さらに大久保さんは、「建議書の魂

を大切に」とのキャッチフレーズをい

れて「屋良建議書」を引用していま

す。屋良建議書は次のように述べてい

ます。 

「屋良建議書の魂を大切に」 

「本土政府は、沖縄への自衛隊配備

を具体的に進めているようであるが、

米軍基地の存在に加えて、自衛隊が配

備されることは、沖縄基地の強化を図

ることにほかなりません。また、米軍

基地の肩代わりに自衛隊が配備される

となれば、自衛隊の沖縄配備は、海外

諸国を刺激し、沖縄基地にまつわる不

安は増大こそすれ軽減することはない

でありましょう。さらに、県民はかつ

ての戦争体験、戦後の米軍支配の中か

ら、戦争につながる一切のものを否定

しております。したがって、ここにあ

らためて自衛隊の沖縄配備に対し反対

の意思を表明いたします。」 

「対米従属の軍隊、侵略的軍隊、反国民的軍隊、違憲の軍隊である自衛隊」 

「対米従属の軍隊、侵略的軍隊、反 国民的軍隊、違憲の軍隊である自衛
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隊」ということが事実・真実です。ま
た、米占領軍の軍事行動は、「日本沖縄」民族
の尊厳と誇りにかけて絶対に許さないと 1960

年以来「安保」反対勢力は決意しています。 
他方、「憲法 9条と国民の命を守ること

を両立させる」という言い方で、憲法９条
こそが国民の命を守るということを事実上
否定し、国民の命を守る「自衛」の最大の
武器は、「自衛隊」（米占領軍補完軍隊）
の「活用」だという最近の新説がありま
す。この珍説は、さらには「自衛」のため
には米占領軍の出動も容認する考え（「安
保」と称する「〔戦争基地〕条約 5条にそ
くして行動する」と、ある反自公の政治家
の個人著書では述べられています）でもあ
ります。 

この新説と、上に述べた米占領軍補完軍
隊（「自衛隊」）の現実・実態や「安保」
反対勢力の決意の間には、きわめて大きな
ズレと落差があることに気が付かされま
す。 

「進駐軍」と呼ばれた米軍は 1945年に
日本に攻め込んだときはともかく、1952年
発効のサンフランシスコ講和条約以後は、
在日米軍は国際法であるポツダム宣言第
12項（文末および福島判決要旨の後の別項に掲載）
に反する占領軍です。 

「自衛」「隊」は米占領軍補完軍隊で
す。最高裁がいかに強弁しようとしても、
伊達判決、福島判決が示すように、両方と
も明らかに憲法違反の存在です。 

日本人によって構成される対米従属の軍
隊は、創立の時は、朝鮮戦争に出動して空
きができた米軍基地を守るために米占領軍
によって創設されました。そして「警察予
備隊」と称して、「違憲である軍隊」であ
ることを隠してきました。次には「自衛」
「隊」と称して「違憲であること」と「軍
隊であること」とを覆い隠し続けていま
す。 

いまや、反自公のトップリーダーの一人
である政治家までが、「自衛」「隊」とい
う言葉に騙されて美化に加担しています。 

そしてその流れで、その個人著書におい

て、入閣するかどうかは明示していません
が、野党連合政権として「基地条約第 5条に
そくして行動する」と米占領軍の出動まで容
認するに至っているのです。 

「攻め込まれたら」というあたかも日本
が独立国であるかのような「米軍の占領即
ち対米従属を否定する議論」が自民党と彼
らによってつくられた世論の多数であるか
らといって、「攻め込まれたままで 77年」
という対米従属の事実・現実を国民に訴え
ることをやめることは、極めて重大な誤り
です。(5万 6千の米兵、197の米軍基地、
首都東京上空を米軍が管理等々) 

戦前 99％の国民が、「大東亜戦争」とい
う名の侵略戦争を容認し、反対する共産党
などは国賊とされ、日本が誇るべき優れた
若き作家小林多喜二などは、過酷な拷問の
すえ殺されました。「国民の多くが間違っ
た考えでいる」または「間違った考えでい
させられている」とき、勇気をもって正し
い真実を国民に知らせること、それが自覚的
な人びとがなすべきことではないでしょう
か。 
「自衛隊」の違憲性を、長沼ナイキ訴訟

の福島重雄裁判長判決は、余すところなく
示しています。 

今年 2022 年 9月 8日は、福島判決 49周
年でした。来年 2023年は、福島判決 50周
年です。「米占領軍補完軍隊」美化の、容
易ならない風潮・時流に抗していくため
の、最良の武器の一つが、福島判決です。  

「自衛隊」と称する違憲の軍隊は、沖縄
戦の時の日本軍と同じであって、「沖縄戦
の教訓は、軍隊は住民を守らない」という
痛苦に満ちたものでした。この「命に係わ
る教訓」を風化させてはなりません。軍隊
美化は許されません。 

来年 2023年を、米軍違憲の伊達判決と
共に「自衛隊」と称する「米占領軍補完軍
隊」は違憲であるという福島判決を生かす
一年にいたしましょう。 

 

以下は、福島判決要旨の全文です。 

（ポツダム宣言 十二、前記諸目的カ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾

向ヲ有シ且責任アル政府カ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルヘシ

（下線は編集部） 
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「自衛隊『米占領軍補完軍隊』は違憲」の福島判決 

長沼訴訟 福島判決理由 要旨 

 長沼ナイキ訴訟（「保安林指定の解除処分取消請求事件」）判決要旨＝  

昭和四十八年（1973年）九月七日、札幌地裁民事一部（福島重雄裁判長） 

第一、 原告らの訴えの利益 

一、森林法が保安林制度によって保護しようとしているものはその地区住民のもつ生命、身体、

財産、健康その他生活の安全等の利益であるから、この地区住民の利益は被告〔農林大臣桜内

義雄‐編集部注（下線も。以下同じ）〕の主張するようなたんなる反射的利益ではなく、まさ

に右森林法によって保護された利益であるといわなければならない。 

二、 また解除処分後の森林樹木の伐採跡地に構築された、いわゆる高射教育訓練の各施設、工

作物を除去したならば、その跡地に植栽することにより森林性を回復することは十分可能で

あると認められるので、「処分の取消によって回復すべき」法律上の利益をもつ。 

三、 富士戸一号堰堤については、その設計の基礎となった一〇〇年確率日雨量資料、の不十分

さ、またその設計過程における洪水の流出量の算定などにつき、かなりの疑問点が残されて

おり、さらに砂防堰提についての土砂流出量の計算などについても同様であって、右代替施

設工事によっても、未だその洪水の危険性が完全に除去されているとはいえないので、本件

保安林指定の解除処分の取消を求める原告らの訴えの利益はなお存在する。 

四、 それに加えて、右森林法を憲法の秩序のなかで位置づけたうえで、その各規定を理解する

ときには、憲法の基本原理である民主主義、基本的人権尊攘主義、平和主義の実現のために

地域住民の「平和のうちに生存する権利」（憲法前文）、すなわち平和的生存権を保護しよ

うとしているものと解するのが正当である。したがって、地球住民の右にいう平和的生存権

が侵害され、また侵害される危険がある限り、その地域住民にはその処分の瑕疵を争う法律

上の利害がある。そして高射群施設やこれに併設されるレーダー等の施設基地は、一朝有事

の際にはまず相手国の攻撃の第一目標になるものと認められるから、原告らの平和的生存権

は侵害される危険があり、このような侵害はいったん事が起きてからではその救済が無意味

に帰する。 

第二、請求原因の判断の帰序 

わが国は、憲法を中心とする法治国家であるから、立法、司法、行政の三権はいずれも憲法体

制、あるいは憲法秩序のなかでその権限を行使しなければならないのであって、それら三権のな

かでも司法権だけが法令等の憲法適合性を最終的に判断する権限と義務をもっているのであるか

ら、裁判所は具体的争訟事件の審理の過程で、国家権力が憲法秩序に枠を超えて行使され、それ

ゆえに、憲法の基本原理に対する黙過することが許されてないような重大な違反の状態が発生し

ている疑いが生じ、かつその結果、当紛争訟事件の当事者をも含めた国民の権利が侵害され、ま

たは侵害される危険があると考えられる場合において、裁判所が憲法問題以外の当事者の主張に

ついて判断することによって、その訴訟を終局させたのでは、当該事件の紛争を根本的に解決で



 

GRASSROOTS MOVEMENT against  US BASES 2022 年 9 月 28 日第 128 号（隔月刊）沖縄本土分断の防衛省基地統計「沖縄基地 70％神話」の克服を！ 

きないと認める場合には、憲法判断を回避するといった消極的な立場はとらず、その国家行為の

憲法適合性を審理決断する義務があるといわなければならない。 

第三 本件保安林指定の解除処分の憲法第九条違反、および森林法第二六条第二項の公益性の欠如

について 

一、 自衛隊の司法審査の法的可能性（いわゆる統治行為論について） 

（１） 被告のいう「高度の政治性」、「国家統治の基本」なる概念はいずれもきわめて内容を限定し

難い不明確な概念である。 

（２） 自衛隊の憲法適合性は、憲法は前文および第九条において、明確な法規範を定立している

のであって、ときの政治体制、国際情勢の変化、推移とともに二通りにも三通りにも解釈される

べき性質のものではない。裁判手続きのなかで、一定範囲で自衛隊の規範、装備、能力等その実

体を明らかにすることができる程度で主張、立証が尽くされれば、国際情勢、その他諸々の状況

を審理検討するまでもなく、自衛隊の合憲法条規への適合性を容易に検討できるので、司法審査

の対象から除外しなければならない理由は見出すことができない。 

二、 憲法の平和主義と同法第九条の解釈 

（１） 憲法前文の意義 

憲法の基本原理の一つである平和主義はたんなるわが国が、先の第二次世界大戦に敗れ、ポツ

ダム宣言を受託させられたという事情から受動的に、やむをえず戦争を放棄し、軍備を保持しな

いことにした、という消極的なものでなく、むしろ、その前文にもあるごとく、「われらとわれ

らの子孫のために……わが国土全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、…再び戦争の惨禍

が起こることのないようにすることを決意」（第一項）するにいたった積極的なものである。前

文のなかからは、万が一にも、世界の国国のうち、平和を愛することのない、その公正と信義を

信頼できないような国、または国家群が存在し、わが国が、その侵略の危険にさらされるといっ

た事態が生じたときにも、わが国みずからが軍備を保持して、再度、武力をもって相闘うことを

容認するような思想は、まったく見出すことはできない。 

 このような憲法前文での平和主義は、他の二つの基本原理である国民主権主義、および基本的

人権尊重主義ともまた密接不可分に結びついている。 

（２） 憲法第九条の解釈 

「陸海空軍」は、通常の概念で考えられる軍隊の形態であり、あえて定義づけるならば、それ

は「外敵に対する実力的な戦闘行動を目的とする人的、物的手段としての組織体」であるとい

うことができる。 

 本項でいっさいの「戦力」を保持しないとされる以上、軍隊、その他の戦力による自衛戦争、

制裁戦争も、事実上おこなうことが不可能となった。 

 被告は、「外部からの不正な武力攻撃や侵略を防止するために必要最小限度の自衛力は憲法九

条第二項にいう戦力にはあたらない」旨主張する。しかしながら、憲法の同条項にいう「戦力」

という用語を、通常一般的に社会で用いられるのと意味を異にして憲法上独特の意味に解しなけ

ればならないなんらの根拠を見出すことができないうえ、かような解釈は、憲法前文の趣旨に
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も、また憲法の制定の経緯にも反し、かつ交戦権放棄の条項などにも抵触するものといわなけれ

ばならない。とりわけ、自衛力は戦力でない、という被告のような考え方に立つと、現在世界の各

国は、いずれも自国の防衛のために必要なものとしてその軍隊ならびに軍事力を保有しているので

あるから、それら国々は、いずれも戦力を保持していない、という奇妙な結論に達せざるをえない

のであって、結局、「戦力」という概念は、それが、自衛または制裁戦争を目的とするものであ

るか、あるいは、その他の不正または侵略戦争を目的とする

ものであるかにかかわらず、前記したように、その客観的性質によってきめられなければならな

いのである。 

 その交戦権の放棄は無条件絶対的である。自衛力は戦力に含まれないとして、自衛戦争を容認す

る被告の立場は、国際法上の交戦権もまた容認しなければ不合理であって、これらの立場は、いず

れもこの交戦権の絶対放棄に抵触するものといわなければならない。 

（３） 右憲法解釈の実質的な裏づけ 

以上のような当裁判所の解釈はポツダム宣言、制憲議会における吉田総理、金森国務大臣の

説明など憲法成立の経緯、その他の事実によっても裏づけられる。そしてこのことは、また、

旧大日本帝国憲法と現行憲法の規定のあり方を対比してみても明らかである。すなわち、かつ

て陸海軍を擁した旧憲法は、陸海軍の指揮、編成や戦争の開始および終結に関する手続き規定

などを定めていた。しかし現行憲法は、このような重要な事項に関して明文の規定を欠いてい

ることはもちろん、それらを法律などに委任する旨の規定もまったく置いていない。 

 以上のような永久平和主義と戦争放棄に関する憲法の規定の制限は、とくに、今世紀に入

って以来、世界の諸国がそれぞれの憲法条約において取決めた幾多の戦争の禁止や制限に関

する規定の流れのなかで求めることができる。世界の潮流は、とりわけ今世紀に入ってから

は、それまでの一九世紀的な国家主義の一内容としての自己保存権的自衛権の概念、そして

それにもとづく戦争行為の正当化の考え方を大きく変容させた。とくに、前記した第一次世

界大戦後の不戦条約を契機として、自衛権と国家の自己保存権的色彩から脱脚させ、たんに

外部からの急迫不正な侵害に対する自国を防衛する権利としてのみ国際法上容認しこれを超

えるいっさいの戦争行為を禁止したのである。しかし、それにもかかわらず、その後も、い

くつかの国々においてときには「自衛」の名のもとに、ときには「自衛権の行使」と称し

て、戦火が絶えることなく、わずか二十有余年にして、ふたたび第二次世界大戦の惨禍に世

界を巻き込むに至ったことは今ここであらためて述べるまでもない。戦争行為の否認への流

れは、まさに人類の歴史の赴くところといわなければならない。なるほど現在でもなお世界

の各国が独立国として自衛権をもち、そしてこれにもとづいて各国独自の軍事力を保持して

いることは現実の姿である。しかし、このような自衛権なるもの自体は、つねに本来その濫

用の危険をはらんでいるものであり、歴史は幾多の濫用の事実を教えていることもまた明ら

かである。わが国憲法も、前述したように、このような潮流をふまえたうえでこれを超え、これ

に先駆けて「恒久平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して…」「平和を維持し、専制と隷従、
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圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において名誉ある地位を占め

…」そして「国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達することを誓い」なが

ら、永遠平和主義、戦争放棄の道をえらんだのである。 

（４） 自衛権と軍事力によらない自衛行動 

いっさいの戦力および軍備をもつことを禁止したとしても、このことは、わが国が、独立

の主権国として、その固有の自衛権自体までも放棄したものと解すべきでない」（昭和三四

年一二月一六日付最高裁判所判決参照）。しかし、自衛権を保有し、これを行使することは、た

だちに軍事力による自衛に直結しなければならないものではない。 

 国家安全保障は、その国の国内の政治、経済、社会の諸問題や、外交、国際情勢といった

国際問題と無関係であるはずがなく、むしろこれらの諸問題の総合的な視野に立ってはじめ

てその目的を達成できるものである。そして、一国の安全保障がされるなによりも重要な基

礎は、その国の一人一人が、確固とした平和への決意とともに、国の平和問題を正しく認

識、理解し、たえず独善と偏狭を排して近隣諸国の公正と信義を信頼しつつ、社会体制の異

同を考えて、これらと友好を保ち、そして、前記した国内、国際諸問題を考慮しながら、安

全保障の方法を正しく判断して、国民全体が相協力していくこと以外にありえないことは多

言を要しない。このような立場に立つとき、国の安全保障の手段として、軍事力だけが唯一

必要不可欠なものであるかのような、一面的な考え方をぬぐい去ることができるのであっ

て、わが国の憲法も、このような理念に立脚する。非軍事的な自衛抵抗には数多くの方法が

あることも認めることができ、将来ともその時代、その状況に応じて国民の英知と努力によ

ってよりいっそう数多くの種類と方法が見出されていくべきものである。 

 このように、自衛権の行使方法が数多くあり、そして、国家がその基本方針としてなにを

選択するかは、まったく主権者の決定にゆだねられているのもであって、このなかにあって

日本国民は、憲法において全世界に先駆けていっさいの軍事力を放棄して、永遠平和主義を

国の基本方針として定立したのである。 

三、 自衛隊の規模、装備、能力 

（１） 警察予備隊の発足から保安隊、自衛隊への発達 

（２） 自衛隊の組織、構成、行動 

（３） 自衛隊の装備、軍事能力、演習訓練 

 自衛隊法第八七条は、「自衛隊はその任務の遂行に必要な武器を保有することができる」と規
定しているのみで、その「必要な武器」の内容、たとえはその種類、数量、性能などは明らかで
ない。それで、本件口頭弁論に提出された証拠から認められる限度で、その装備、軍事能力およ
びその演習訓練をみてみることにする。 

（略） 

 陸上自衛隊での訓練は、日毎におこなわれているが、その代表的なものに昭和四六年〔1971

年〕八月二三日から二六日にかけて北海道でおこなわれたヘリポート演習と、同四四年〔1969

年〕一〇月上旬東富士演習場でおこなわれた治安訓練を揚げる。 
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 ヘリポート作戦は、とくに対ゲリラ戦に有効といわれ、かつてフランス軍のアルジェリア戦

で、また近くは米軍のベトナム戦争で多く用いられたものであるが、これは、たんなる訓練とは

異なり、一国の基本的な防衛戦略を基礎として計画実施され、有事になればそのまま実戦にも利

用されるものであって、一回限りの局地戦闘訓練や軍事技術の習得を目的とするというものとし

てみるべきものではなく、昭和四二年〔1967 年〕の陸上自衛隊北部方面隊のいわゆる「菊演

習」などとその規定を同じくし、その規模、内容を順次充実、進展させたものである。 

 東富士演習場でおこなわれた治安行動訓練は、重要拠点であるビルを約三〇〇人のヘルメッ

ト、角材で身を固めた暴徒が占拠したとの想定にたって、陸上自衛隊一師団の砲兵連隊を中心と

した二一〇人が出動してその排除にあたるというものであった。 

 海上自衛隊の目標とするところは、わが国本土近海のみでなく、沖縄、南西諸島、小笠原諸

島、南鳥島をも含む海域で制海権を確保することにあり、主として、対潜水艦作戦が中心とされ

て宇いる。 

 対潜作戦訓練は、昭和三四年以来同四六年まで、毎年一，二回米海軍との間で合同しておこな

われている。それらに参加する艦艇、航空機なども、次第に航続距離の長い大型艦艇が増加し、

その搭載兵器も逐次新鋭化、高性能化し、また演習海域もわが国の沿岸地域から、逐次日本海中

央海域に、また西太平洋海域にと極東海域全般に拡大され、その海域において、あるいは海上自

衛隊独自で、また、米海軍と共同で、潜水艦、航空機、水上艦艇作戦遂行の能力を強化し、あわ

せて、同海域での海上交通を確保して海上優勢を確立することを目指しているものといえる。 

 航空自衛隊の保有する航空機の機数は約九六〇機である。第二次防から第三次防にかけて、バ

ッジシステムを導入、配備し、四五年より軍用優勢に入ったが、これは、たんにわが国の防空、

防衛機能のみのものとはいえない。 

 わが国の防衛組織は、従来、まずレーダーによる警戒管制処置が侵入機を発見して、つづいて

F104J を中心とする要撃戦闘機が緊急発進して防空体制に入っていたのであるが、ナイキ J の導

入により、その射程距離である一三〇キロメートル前方において侵入機に対する有効な防衛線を

ひくことが可能となり、それにより、要撃戦闘機は、当然にナイキ J の防衛線の外側において防

御をおこなう方が効率的となるので、同機の主体は、これまでの F４EJファントム戦闘機に逐次

切り替えられている。その結果、第三次防における純然たる要撃戦闘機 F104J による迎撃態勢

は、第四次防では遥か公海上でおこなわれることになる。しかもバッジシステムは、攻撃用手段

としても機能できることも考え合わせるとき、外国に対する万一の先制攻撃も不可能なこととは

いい切れない。 

 航空自衛隊は海上自衛隊との共同訓練として、昭和四三年度二〇数回、同四四年度約四〇回、

同四五年度三〇数回と、また毎年一回バッジシステム、ECM、ECCM などを使った総合演習、



 

GRASSROOTS MOVEMENT against  US BASES 2022 年 9 月 28 日第 128 号（隔月刊）沖縄本土分断の防衛省基地統計「沖縄基地 70％神話」の克服を！ 

対地支援演習などをおこなっている。また、初の総合演習である昭和四四年の「やまと一号作

戦」、同四 いわゆる「三矢研究」では、朝鮮半島において武力衝突が発生したとの想定のもと

に、これに伴う、わが国の防衛のための自衛隊の運用などに関して研究がされている。当時の統

合幕僚会議事務局長田中義男も、この三矢研究は、わが国将来の防衛計画に影響を与えるものと

して考えられていた、と述べており、「統合年度防衛整備計画」とまったく無関係な、架空な研

究討論としてみることはできない。 

 第四次防は調和に留意するとする。その防衛力の基本構想と「わが国周辺における航空優勢、

制海を確保しつつ被害の局限、侵略の早期排除に努める」とし、総予算は五兆二、０００億円が

見込まれ各自衛隊の個別的装備内容は以下のようになる。（略） 

 わが国の防衛予算と諸外国の軍事費とを比較すると各年平均、第一次防は一五一０億円、第二

次防は二三００億、第三次防は、四六八０億円、第五次防は一兆０四００億円となり、第二次防

以降その防衛予算額は各自防ごとに倍加されて増大していることになる。右のような防衛予算の

伸び率は、現存世界の諸外国においてもその例を見ないものである。 

第四 自衛隊の対米軍関係 

 昭和三五年の安保条約第三条は、わが国に対する武力攻撃に対処して自衛隊と米軍との共同行
動をとることを規定している。 

昭和四三年の松前・バーンズ協定では、航空総隊と米第五空軍が共同して日本の防空にあたる旨
が規定されている。 

 証人内田一臣の証言によると、海上自衛隊と米海軍との共同訓練の際の使用語はいずれも米語

であり、自衛艦隊の護衛艦などには米語のニックネームが付され、その作戦方法のいくつかは米

語のまま海上自衛隊内でも使用されていることが認められ、証人源田実、緒方、植村によれば、

米第五空軍司令部と自衛隊の航空司令部はいずれも同じ府中市にある同一敷地内にあり、航空総

司令部にある戦闘指揮所には米軍要員も入っており、航空自衛隊と第五空軍との間には幕僚以下

の各種の連絡機関があって随時接触交渉がもたれていること、証人中村龍平の尋問からは、陸上

自衛隊でも必要に応じて随時米軍と接触連絡をとっていること、が認められる。 

 元航空自衛隊幕僚長源田実は、つぎのようにのべている。「日本にいるアメリカ軍の飛行機は

大部分というのは全部攻撃なのです。全面戦というものが起きた場合に日本が果たす役割という

もの、日本列島に展開された航空基地なりこういうものはアメリカ軍が反撃し攻撃する場合に

は、これを誘導するために実に大きな役割を持っております。その次に考えられるのは国土の防

衛でありますが、これは、はるかにそれに付随したものとして出るわけであります」 

第五 自衛隊およびその関係法規の違憲性並びに本件保安林指定の解除処分の森林法第二六条

第二項にいう公益性の欠如 

 以上認定した自衛隊の編成、規模、装備、能力からすると、自衛隊は明らかに「外敵に対する
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実力的な戦闘行動を目的とする人的、物的手段としての組織体」と認められるので、軍隊であ

り、それゆえに陸、海、空、各自衛隊は、憲法第九条第二項によってその保持を禁ぜられている

「陸海空軍」という「戦力」に該当するものといわなければならない。そしてこのような各自衛

隊の組織、編成、装備、行動などを規定している防衛庁設置法、自衛隊法、その他、これに関す

る法規は、いずれも同様に憲法の右条項に違反し、憲法第九八条によりその効力を有しえないも

のである。 

 森林法第二三章二項にいう「公益上の理由」があるというためには、解除の目的が憲法を頂点

とする法体系上価値を認められるものでなければならないから、自衛隊の存在およびこれを規定

する関連法規が憲法に違反するものである以上、自衛隊の防衛に関する施設を設置するという目

的は森林法の右条項にいう公益性をもつことはできないものである。（おわり） 

（「赤旗」1973年 9月 4日付け） 

（ポツダム宣言 十二、前記諸目的カ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和
的傾向ヲ有シ且責任アル政府カ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラ
ルヘシ）

「米軍は違憲」の歴史的名判決 

砂川事件の第１審判決（伊達判決）から 

[年月日] １９５９年３月３０日 

主文 本件各公訴事実につき、被告人

坂田茂、同菅野勝之、同高野保太郎、

同江田文雄、同土屋源太郎、同武藤軍

一郎、同椎野徳蔵はいずれも無罪。 

理由 （略） 

 日本国憲法はその第九条において、

国家の政策の手段としての戦争、武力

による威嚇又は武力の行使を永久に放

棄したのみならず、国家が戦争を行う

権利を一切認めず、且つその実質的裏

付けとして陸海空軍その他の戦力を一

切保持しないと規定している。即ち同

条は、自衛権を否定するものではない

が、侵略的戦争は勿論のこと、自衛の

ための戦力を用いる戦争及び自衛のた

めの戦力の保持をも許さないとするも

のであつて、この規定は「政府の行為

によつて再び戦争の惨禍が起ることの

ないやうに」（憲法前文第一段）しよ

うとするわが国民が、「恒久の平和を

念願し、人間相互の関係を支配する崇

高な理想（国際連合憲章もその目標と

している世界平和のための国際協力の

理想）を深く自覚」（憲法前文第二

段）した結果、「平和を愛する諸国民

の公正と信義に信頼して、われらの安

全と生存を維持しよう」（憲法前文第

二段）とする、即ち戦争を国際平和団

体に対する犯罪とし、その団体の国際

警察軍による軍事的措置等、現実的に

はいかに譲歩しても右のような国際平

和団体を目ざしている国際連合の機関

である安全保障理事会等の執る軍事的

安全措置等を最低線としてこれによつ



 

GRASSROOTS MOVEMENT against  US BASES 2022 年 9 月 28 日第 128 号（隔月刊）沖縄本土分断の防衛省基地統計「沖縄基地 70％神話」の克服を！ 

 

てわが国の安全と生存を維持しようと

する決意に基くものであり、単に消極

的に諸外国に対して、従来のわが国の

軍国主義的、侵略主義的政策について

の反省の実を示さんとするに止まら

ず、正義と秩序を基調とする世界永遠

の平和を実現するための先駆たらんと

する高遠な理想と悲壮な決意を示すも

のだといわなければならない。従つて

憲法第九条の解釈は、かような憲法の

理念を十分考慮した上で為さるべきで

あつて、単に文言の形式的、概念的把

握に止まつてはならないばかりでな

く、合衆国軍隊のわが国への駐留は、

平和条約が発効し連合国の占領軍が撤

収した後の軍備なき真空状態からわが

国の安全と生存を維持するため必要で

あり、自衛上やむを得ないとする政策

論によつて左右されてはならないこと

は当然である。 

 （中略）従つてわが国に駐留する合

衆国軍隊はただ単にわが国に加えられ

る武力攻撃に対する防禦若しくは内乱

等の鎮圧の援助にのみ使用されるもの

ではなく、合衆国が極東における国際

の平和と安全の維持のために事態が武

力攻撃に発展する場合であるとして、

戦略上必要と判断した際にも当然日本

区域外にその軍隊を出動し得るのであ

つて、その際にはわが国が提供した国

内の施設、区域は勿論この合衆国軍隊

の軍事行動のために使用されるわけで

あり、わが国が自国と直接関係のない

武力紛争の渦中に巻き込まれ、戦争の

惨禍がわが国に及ぶ虞は必ずしも絶無

ではなく、従つて日米安全保障条約に

よつてかかる危険をもたらす可能性を

包蔵する合衆国軍隊の駐留を許容した

わが国政府の行為は、「政府の行為に

よつて再び戦争の惨禍が起きないよう

にすることを決意」した日本国憲法の

精神に悖るのではないかとする疑念も

生ずるのである。 

ところでこのような実質を有する合

衆国軍隊がわが国内に駐留するのは、

勿論アメリカ合衆国の一方的な意思決

定に基くものではなく、前述のように

わが国政府の要請と、合衆国政府の承

諾という意思の合致があつたからであ

つて、従つて合衆国軍隊の駐留は一面

わが国政府の行為によるものというこ

とを妨げない。蓋し合衆国軍隊の駐留

は、わが国の要請とそれに対する施

設、区域の提供、費用の分担その他の

協力があって始めて可能となるもので

あるからである。かようなことを実質

的に考察するとき、わが国が外部から

の武力攻撃に対する自衛に使用する目

的で合衆国軍隊の駐留を許容している

ことは、指揮権の有無、合衆国軍隊の

出動義務の有無に拘らず、日本国憲法

第九条第二項前段によつて禁止されて

いる陸海空軍その他の戦力の保持に該

当す 

るものといわざるを得ず、結局わが国

内に駐留する合衆国軍隊は憲法上その

存在を許すべからざるものといわざる

を得ないのである。（下線は引用者に

よる） 

よつて、被告人等に対する各公訴事実

は起訴状に明示せられた訴因としては

罪とならないものであるから、刑事訴

訟法第三百三十六条により被告人等に

対しいずれも無罪の言渡をすることと

し、主文のとおり判決する。（裁判官 

伊達秋雄 清水春三 松本一郎）  
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日本で唯一の全基地マップ 
学びましょう！普及しましょう！普及運

動にご参加を 1枚のマップ普及が、 
対米独立・主権回復へ歴史を動かします 

日本沖縄で唯一の基地マップを、ご家族に、友人
に、知人に、日本国民に、普及して頂けません 1 人
でも多くの「日本沖縄」国民に、基地マップを見て
頂くだけで、「基地なくす力」を、一歩つよめます 

なぜなら外国軍隊の基地(197)と兵力（5 万 6 千人）が、こ

れほど多い国は、世界でも「日本沖縄」国だけであり、沖
縄県だけでなく日本全土が基地に覆われていること   
「全土米軍基地方式」の惨状を国民に知って頂くこ

とになりますから！ 
対米独立のために全基地撤去の目標を堅持することが大事だと思います 全日本の

基地数は１９７〈ウイキぺディア〉で、131〈防衛省〉は創作で間違いです。（草

の根運動事務局で受付中 1 枚 2 百円 10 枚千円） 

 

好評！全基地撤去の幟旗 
事務所に、室内に、家庭に、お庭に、 

すべての会議に、集会に そして、パレードに❕ 

 

1枚 1500円 送料 500円 

 

ロシアの国連憲章に違反するウクライナ侵略に強く抗議し、即
時停戦撤退を要求します！ 

市民と兵士の命と生活・財産を守るため、ロシア・ウクライナ両
国が急ぎ即時停戦し、核戦争を防ぎ、 

両国の交渉、ウクライナの非核・中立化、ロシア軍の即時撤退 
実現を！ 

 （草の根運動は、「ウクライナに関する声明」をホームページと

本号に発表しています） 

 



 

GRASSROOTS MOVEMENT against  US BASES 2022 年 9 月 28 日第 128 号（隔月刊）沖縄本土分断の防衛省基地統計「沖縄基地 70％神話」の克服を！ 

 

「やはり壮大な国民運動が必要」 
『非戦の国防論‐憲法 9条を活かした安全保障戦略』の著者 

合田
ご う だ

寅彦さんの 草の根編集部への手紙 

このほど『非戦の国防論‐憲法 9 条を活かした安全保障戦略』の著者合田寅彦さんから、草の
根編集部へ次のようなお手紙を頂きました。 

冠省 

“草の根ニュース”拝読しました。拙書が一面に！ 恐縮しております。何かお役に立てば嬉し

いです。拙書「非戦の国防論」の１７７頁のような運動は考えられませんでしょうか。私自身は

高齢で何も動けませんけれど。カンパは郵貯で送りいたします。 草々  

合田寅彦  草の根ニュース編集部御中 

 （アメリカがまったく実行してこなかった「安保」と称

する基地条約第 1 条の次に―「草の根ニュース」編集部

注） 

次に、日米安全保障条約第１０条。 

第１０条 この条約が１０年間効力を存続し

た後は、いずれの締結国も、他方の締結国に

対してこの条約を終了させる意思を通告する

ことができ、その場合には、この条約は、そ

のような通告が行われて後一年で終了する。 

歴史的に見て、第一条の主旨に反した行為

を続けてきたアメリカと手を切ることは当然

であり、しかも私たちはすでに独自の平和的

な戦略を獲得しているので、この第１０条を

実行に移せばいいわけです。 

 「アメリカさん、どうもご苦労様でした。

これからは“丸腰”で世界平和に貢献したい

ので、どうかお引き取りください」と通告す

ることでしょう。 

 つまり、武器を全て放棄するのですから、

当然ながら米軍基地も自衛隊の駐屯地も民間

などに返還されることになります。 

 それではどういうプロセスで可能かと言え

ば、衆議院と参議院で安保条約破棄を決議す

ればいいわけです。 

  今の自民党政権はアメリカべったりです

から、彼らの主導でそれが可能だとは到底思

えません。やはり壮大な国民運動が必要なの

かも知れません。（下線は編集部） 

  若者とお年寄りが一緒に「米軍基地をな

くす全国行脚」などが考えられないこともあ

りません。全国に「九条の会」が７５００ほ

どあると言いますから、互いに連携し合って

行脚隊を各町村で受け容れ、公民館などで地

元住民と交流するなど考えられます。映像や

パネルや印刷物を持って。 

 宿泊と食事とガソリン代を行く先々の有志

が全国行脚隊にカンパするのです。行脚隊が

全国各地に生まれれば、それが立派な国民運

動になることでしょう。 

 米軍基地撤廃を 

 問題は、日本国内の世論が仮に米軍基地の

撤廃に傾いたとして、はたしてアメリカがす

んなりそれに同調するかどうかです。政府要

人の誰かが新しく沸き起った世論の動きに同

調すると見れば、おそらくアメリカは黙って

いないはずです。 

 ですから、文字どおりの国民の広汎な平和

運動のなかで米軍基地撤廃を時の政府にやら

せることが必要でしょう。  
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会員の声 

官林裕治さま（川崎市） 

 戦争しないためには基地をなくすことだと

思います 

櫻井淳司さま（福島県） 

 福島の住人が会員の中に外にいれば、支部

をつくりたいと思います、何人かいますか？  

７人います 

吉川 ひろしさま（岡山市） 

 このところ事情があってゲルピンにより最

小限の送金をします 

水戸順子さま（さいたま市） 

 会費２０２２・８月～２０２５・７月分、

３年分です。

 

匿名氏（京都市） 

 拝啓 残暑の候、ますますご清祥のことと
お喜び申し上げます。突然のお手紙を失礼致
します。私は新潟県の出身で、現在京都に在
住している３６歳の男性です。今は平和につ
いての仕事ができないかと考えております。 

 

和田隆子さま（杉並区 第９条の会・オーバ

ー東京） 

 Overby 精神に燃える花岡しげる氏を応援し

ていただき、ありがとうございます。早速ニ

ュースをお送りいただきありがとうございま

した。 

西橋直行さま（久喜市） 

 御健康で御活躍を祈ります。 
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GRASSROOTS MOVEMENT against  US BASES 2022 年 9 月 28 日第 128 号（隔月刊）沖縄県民と本土の人びとを分断する防衛省基地統計の克服を 

 

【補足再録】沖縄県の基地つき復帰 50年 
基地（「安保」）条約への復帰でなく、日本国憲法への
「真の復帰」へ向けて、新しい闘いスタートへ 
「急迫不正の主権侵害」は、「今」起こっています。辺野古新基地建設強行、日本が（特に沖縄）

197の基地と 5万 6千の兵力の米占領軍によって侵害されています。中国や朝鮮にいつか

侵害されることではなく、「敵は、いま、国内にあり」です。 対米独立こそ今必要。「米軍の掌

握と指揮のもとにある」（共産党綱領）「自衛隊活用」とは戦争のことです。 
 

 

より深刻なことは、日本沖縄国民がその意識まで占領されており、自国の占領と「解釈壊憲」に気

づいていないことです。 今回の参議院選挙で明文壊憲勢力が、壊憲の国会発議

に必要な 3分の 2以上の議席を確保しました。 
 今後 3年間は、日本沖縄の、ひいては世界の歴史を左右する日本国憲法をめぐ
る重大な闘いの日々になります。 
 壊憲は、明文壊憲も解釈壊憲も阻止しなければなりません。両方とも本質的に
「壊憲」だからです。明文壊憲を阻止することは非常に重要ですが、明文壊憲を阻
止するためにも、解釈壊憲を阻止することが非常に重要になっています。 

米占領軍の撤退、米占領軍補完軍隊の解散と国際災害救助隊への改編は、

壊憲阻止・憲法実現の活動の最も重要な内容になっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

カヌーチーム千葉さんの国賠訴訟 

温かいご支援を！ 

 辺野古新基地を阻止するため、身の危険も顧みず、カヌーを

動かして、平和的な阻止行動を展開していた、千葉さんに、海

上保安庁の船が、故意に衝突して、重傷を負わせました。この

行為に対して、千葉さんは、国家賠償訴訟を起こしています。 

 全国のみなさまのカンパによるご支援を、心からおねがいい

たします。 
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ケネディ米司法長官へ公開質問状を執筆
早大大隈講堂で自治会委員長が質問 

対米独立運動の歴史の中で（２） 

    平山 基生（草の根運動共同代表・事務局長） 

（2022 年 10 月 10日記） 

本年〔2022年〕年春ごろのこ

とでした。 

 福島在住の学生時代からの知人が、

珍しく電話をかけてきました。それ

は、現在は別性を名乗っている立谷君

（1962 年当時早大第一政経学部学友会

委員長）からでした。 

 彼によれば、アメリカのある女性研

究者（アメリカ、ニューハンプシャー

州のダートマス大学ジェニファー・リ

ンド教授）から、以前、彼のところに

問い合わせの連絡があり、1962 年の米

国司法長官ロバート・ケネディ氏の早

大訪問の時の事件について聞きたいと

いうことでした。 

 その問い合わせに対して、文末の別

項のような文章を書いて提供した、と

いうことです。その中で、彼は、6 項目

のロバート・ケネディ氏への公開質問

状について、「６項目にわたる公開質

問状は一晩で書き上げました」と書い

たことを告げ、彼の妻から、「それは

あなたが書いたのではなくて、平山さ

んが書いたのじゃないですか」といわ

れたと告げました。それは、確かに一

定の苦労をして、私が書き上げたもの

でした。 

 私は、学生時代からの知人立谷君が

誠実に直接私に、そのような彼の行

為を伝えてくれた正直と勇気を高く

評価するものです。なかなかこれは

普通できにくいことですから。さす

がです。 

 当時の学生自治会運動の状況は、い

わゆるブンドをふくむ「新左翼」が多

くの大学で指導権を握っている状況で

した。私は、東大文学部東洋史学科に

留年して活動していた、学生運動のリ

ーダーでした。当時自民党から国会に

提出された「政治的暴力防止法案」反

対署名を集めた、昭和女子大の学生 2

人を退学処分にした大学当局に、処分

撤回を求めて、「昭和女子大不当処分

撤回を求める会」をつくり活動してい

ました。この運動を基礎に、各大学の

学生自治会の民青系（民主青年同盟

系）学生は、自治会の指導権を取り返

しつつありました。私が在学していた

東大文学部の学生自治会学友会も「新

左翼系」から指導権を取り返していま

した。 

 そういう経緯もあって、民青系自治

会が中心になり、「安保反対、平和と

民主主義を守る東京学生共闘会議」

（平民学共）を結成し、私はその代表

委員になりました。 

 そういう立場にあった私は、ロバー

ト・ケネディ米司法長官が来日し学生

との面会を希望している、との報道に

接しました。 



GRASSROOTS MOVEMENT against  US BASES 2022 年 9 月 28 日第 128 号（隔月刊）沖縄県民と本土の人びとを分断する防衛省基地統計の克服を 

 

 当時、私は「基地条約に反対し基地

をなくすことを掲げる政党」の東京都

委員会統一戦線部長で青年学生を担当

し後に衆議院議員になりましたが後援

会の海水浴中に事故で亡くなった津金

祐近さんの援助も受けていました。古

い木造の同党の事務所で、同党機関紙

も資料として参考にしながら、休日の

事務所でこの公開状を書き上げたこと

を覚えています。 

 ケネディ氏の早稲田大学訪問の前日

までに、あかつき印刷へ発注し、ケネ

ディ氏が早稲田大学を訪問する前まで

に各大学に配布しました。配布は同党

千代田地区の青年学生部長が担当して

くれました。 

 当日、立谷君が早大大隈講堂の壇上

で、この公開質問状を第 1 項から読み

上げ始めました。しかし、騒然とな

り、それ以上続けられませんでした。

大隈講堂での一件が終わったとき、講

堂前の石段にのぼり、学生たちに、私

は私が書いた公開質問状を読み上げた

ことをよく覚えています。（公開質問状は

別項に掲載―「草の根ニュース」編集部） 

 わたしは、この時に書いた文章の通

りを生涯の仕事として貫くことができ

ていることを、心から感謝します。志

はいまだ達成できていませんし、逆流

も厳しいものがありますが、滔々と流

れる世界歴史の流れは必ず自己を貫徹

し、「日本沖縄」民族は独立中立、憲

法実現を達成し、世界の恒久平和へ貢

献するでありましょう。 

 

 以下に、当時の状況を知るために参

考として、「ケネディ氏訪日につい

てのリンド教授との交換メール」で

検索できるホームページから、立谷君

が書いた文章を次に掲載します。 

 

立谷君のケネディ事件回想 

４７年前の今日、１９６２年２月６

日は私にとって生涯忘れることのでき

ない日です。１月末から２月初旬にか

けては、大学生にとって期末試験の真

っ最中であり、日頃はサークルだ、学

生運動だ、デートだと遊び呆けている

（？）学生も、この時期ばかりは勉強

のマネゴトをしたものです。特に当時

の一流企業といわれる会社は、３年ま

での成績だけで書類選考をしていたの

で、皆必死でした。「優」の数が２５

科目以上というのが、選別ラインとさ

れていたので、２年までの成績が振る

わなかった学生にとっては文字通り、

「一流大会社」に入れるか否かを決め

る「一生一度」の学年末試験だったわ

けです。 

 そんな多忙（？）な日々を過ごして

いた１月下旬のある日、学内の各教室

のドアに「Ｒ・ケネディ氏講演と討論

会」の案内ポスターが一斉に張り出さ

れました。試験勉強に集中していた自

分にとっては、何か「？」という感じ

を受けるポスターでした。「日本の青

年学徒に訴う」来聴歓迎 ・・・日本

における唯一回の公開講演です・・・

という大げさな表現に何か違和感を覚

えると同時に、当局側のアセリとオゴ

リを感じました。 

 私はその頃、早稲田大学第一政治経

済学部学友会（学生自治会）の委員長

をしていました。「６０年安保」とい

う大きな高揚期が終わり、学生運動も

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=3874cd4f1e386a81JmltdHM9MTY2NTM2MDAwMCZpZ3VpZD0xOWFhZTc3MS0wZWNiLTYzMzAtMDk1Zi1mNTQ3MGY3ODYyYjkmaW5zaWQ9NTM4MA&ptn=3&hsh=3&fclid=19aae771-0ecb-6330-095f-f5470f7862b9&psq=%e3%83%ad%e3%83%90%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%b1%e3%83%8d%e3%83%87%e3%82%a3%e3%81%a8%e6%97%a9%e5%a4%a7%e8%a8%aa%e5%95%8f&u=a1aHR0cDovL3d3dzEwLnBsYWxhLm9yLmpwL3Rpa2EtaW5mcmUvbGluZC5odG0&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=3874cd4f1e386a81JmltdHM9MTY2NTM2MDAwMCZpZ3VpZD0xOWFhZTc3MS0wZWNiLTYzMzAtMDk1Zi1mNTQ3MGY3ODYyYjkmaW5zaWQ9NTM4MA&ptn=3&hsh=3&fclid=19aae771-0ecb-6330-095f-f5470f7862b9&psq=%e3%83%ad%e3%83%90%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%b1%e3%83%8d%e3%83%87%e3%82%a3%e3%81%a8%e6%97%a9%e5%a4%a7%e8%a8%aa%e5%95%8f&u=a1aHR0cDovL3d3dzEwLnBsYWxhLm9yLmpwL3Rpa2EtaW5mcmUvbGluZC5odG0&ntb=1
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潮が引くような衰退期を迎えていたと

きでした。 

 日米安保条約の改定に米当局の「ア

ジアへの軍事的進出」の意図を強く感

じ、岸内閣の「戦前体制への復帰」の

姿勢に危機感を抱いた、少なからぬ国

民は、日本歴史上初の大衆運動、国民

運動を展開しました。岸内閣を退陣さ

せ、その後の米当局の「アジアへの軍

事的進出」路線に大きな「制約」を与

える「民衆運動」でした。 

 そんな国民大運動も終わり、日本の

学生運動も停滞期、衰退期にあった時

期をねらって、米国大統領ジョン・

Ｆ・ケネディ氏の実弟である司法長官

ロバート・ケネディ氏が日本に乗り込

んできた。そんなふうに私は受けとめ

ました。しかも、日本の学生運動の拠

点の一つである早稲田大学に出向い

て、学生との公開討論に応ずるという

「大胆な意図」も感じました。 

 開拓者魂を受けつぎ、「フロンティ

ア・スピリッツ」を最高の規範とする

アメリカの「建国の精神」「アメリカ

民主主義」を携えて来日し、早大で学

生との公開討論を強く希望したという

Ｒ・ケネディ氏の意気込みに何か「感

じるもの」が私にはありました。当面

の試験勉強は最小限に抑え、Ｒ・ケネ

ディ司法長官の学生との公開討論に

「しっかりと」応ずるのが学友会委員

長としての私の使命ではないかと「腹

をくくり」ました。 

 Ｒ・ケネディ氏が学生との公開討論

会を希望しているのであれば、学生側

は「公開質問状」を事前に準備し、広

く都内の学生にも討論会への参加を呼

びかけようということが、学友会内部

の打ち合わせで決定されました。 

６項目にわたる公開質問状は一晩で書

き上げました。 

http://www10.plala.or.jp/tika-

infre/situmonj.htm） 

 前文では、アメリカ合衆国の建国の

歴史から学び、英国との独立戦争を経

て勝ち取った「自由」と「独立」の精

神をたたえるとともに、以下の６項目

の事項を質す内容です。 

① 沖縄県民の祖国復帰の願いは、す

べての日本国民の願いです。この一致

した切実な声に対して、率直に回答さ

れたい。 

② 「わだつみの悲劇」をくりかえさ

ないためにも、日本国憲法第９条の立

場からも日米安保条約の破棄と貴国軍

隊の本国引き上げが求められていま

す。日本の「中立化と完全な独立」に

ついて、あなたはいかなる考えを持っ

ておられますか。 

③ 米政府は「アメリカ共産党とその

同調団体を外国の手先として登録を強

制し、登録を拒否する者に対して１日

１万ドルの罰金を課す」と決定したと

報道されています。「信念を処罰す

る」ことを禁じた米国憲法の理念から

いっても、多くの批判があなたに集中

しています。この問題の最高責任者で

ある司法長官としてこの批判に答えて

いただきたい。 

http://www10.plala.or.jp/tika-infre/situmonj.htm
http://www10.plala.or.jp/tika-infre/situmonj.htm
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④ 公式の席上で、「西ベルリンの自

由を守るためには核戦争も辞せず」と

発言されていますが、現在の核戦争が

人類になにをもたらすかを十分承知の

上で、十分考えた上での発言なのであ

りましょうか。 

⑤ ケネディ政権は、ＣＩＡを使いキ

ューバ人民共和国に対する武力干渉を

行ったことは世界周知の事実です。米

国政府は、他国がその住民の意思に基

づいてさまざまな政治制度に基づく国

家を建設することに同意できないので

ありましょうか。 

⑥ ＵＰＩ通信は「南ベトナムでの戦

闘にアメリカ正規軍が、直接参加して

いる」ことを報じています。これがも

し事実であるならば、米政府は民族解

放闘争に公然と干渉する方針を決定し

ているのでありましょうか。これは、

諸国民の独立を保障したアメリカ独立

宣言といかなる関係にあるのでしょう

か。あなたの責任ある回答を求めま

す。 

１９６２年２月６日 

アメリカ合衆国司法長官 ロバート・

ケネディ殿 

 公開質問状を書くにあたり、心に留

めたことが二つあります。 

一つは、「事実をならべて、道理を説

く」という姿勢を貫くということで

す。二つ目は、米政府の実力№２とい

われるＲ・ケネディ氏を大隈講堂に迎

えての公開討論会の場なので、決して

「礼を失した」内容や行動はとらない

ということです。 

 一つ目の「事実をならべて、道理を

説く」という姿勢は貫くことができま

した。質問状の原稿を印刷会社に持ち

こんだ時、５,０００円の予算しかない

ので、５,０００枚刷って下さいと頼み

ました。原稿に目を通した印刷会社の

社長は、これはいい内容だ！印刷代は

いらないから必要な枚数だけ刷ってや

ると言ってくれました。ご厚意に甘え

て３万枚刷ってもらいました。その公

開質問状を当日の朝、都内の主要ター

ミナル駅や連絡の取れた大学構内で配

布しました。 

「言葉が人の心を動かし、人の心は世

の中を動かす」ということをほんの少

し実感することができた体験でした。 

 二つ目の「礼を失した」行動は決し

てとらないという点では、いささか反

省する点もありました。なにせ３万枚

の質問状を駅頭や主要大学の構内で配

布したのですから、開会の３時間も前

から大隈講堂前は人で埋まり、左翼学

生や右翼学生は勝手に「アジ演説」や

ミニ集会を始めていました。Ｒ・ケネ

ディ氏歓迎日本委員会の中曽根康弘委

員長も地元群馬県から「青雲塾」のメ

ンバーを２００人程度動員したと後で

聞きました。 

 右翼（？）も左翼も動員合戦をした

わけですから、会場内は開演前から騒

然としていました。一番バッターに指

名され壇上に招かれた私は、「沖縄の

祖国復帰」を鋭くせまりました。会場

内は「ケネディ、ゴーホーム！」「沖

縄をすぐ返せ！」の怒号やヤジの応酬

で大混乱となりましたが、最後は「都
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の西北」の大合唱で「無事」に終わり

ました。 

 駐日大使だったライシャワー氏の回

顧録によりますと、左翼学生が大量動

員をかけ、公開質問状を準備している

との警備当局の情報を入手していたの

で、開演直前まで出席中止を検討した

ようです。「敵に背中を見せるわけに

はいかない」とＲ・ケネディ氏が決断

し、大隈講堂に乗りこんできたのが事

の真相のようです。文字通り「敵なが

ら天晴れ」と強く感じました。 

６日間の訪日のあいだ、行き先々、会

う人ごとに「沖縄返還」をせまられた

ことを大統領に直ぐに報告したと聞い

ています。それから１０年後に沖縄の

「祖国復帰」は実現しました。「戦場

で失ったものを、テーブルの上での交

渉で取り戻す」ことは極めて困難なこ

ととされています。沖縄県民のねばり

強い復帰運動と国民の返還運動が実現

させたものでしょう。私も、いささか

なりとも沖縄の祖国復帰のお役に立つ

ことができたかと、誇りに思っていま

す。自己宣伝になったことをお許し下

さい。（後略） 

米軍と自衛隊は憲法違反 

「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」
「国の交戦権は、これを認めない」（憲法第9条） 

米占領軍補完軍隊と米占領軍でなく 
「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われら
の安全と生存を保持しようと決意」（憲法前文） 

現代の戦争は核戦争へ発展する危険の下にあり 
日本国憲法は、「自衛戦争」含め 戦争完全否定 
日本国憲法は、ヒロシマ・ナガサキの痛苦の経験から、個別的と集団的自衛権という戦争を認めている国連憲

章より高次の思想。基地条約終了こそ最も重要な「戦争をしないさせない」平和外交。戦争の火種をすべて摘

み取り「安全生存を保持しようと決意」。「戦争」以外のあらゆる非暴力不服従の抵抗権も保障して。 

「活用論」者は、属国「自衛」軍隊を解散し災害救助隊へ改編する正しい活用政策も不採用。 

自民党の対米従属否定の「攻めら（主権侵害さ）れたらどうする」という土俵と「日本沖

縄は 77年間攻め込まれたまま」という正しい現状認識の土俵、「2つの土俵の戦い」を

全く理解できず、「米日支配層の土俵」に思想的に屈服。憲法前文と 9条「攻め（侵略）

ず非戦、常備軍不保持で主権確保」 を活用するのでなく、「死の商人」軍産複合体の利

潤のための思想で米軍補助軍隊と米占領軍を使っての違憲の「自衛戦争」を「合憲」と強弁。 
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編集後記 
「草の根ニュース」128 号も沖縄県の「基地つき復帰返還」50 年に発行されていま
す。 
又ウクライナ戦争という非常に危険な「核戦争」にすら発展しかねない戦争も継続中

です。 
9 月の草の根運動運営委員会は、ZOOM 会議として開かれました。127 号で紹介し

た、反戦非戦の本の著者で草の根運動へ入会された、花岡さん、合田さんも参加さ
れ、さらに草の根の会員で軍隊を持たない国に学ぶ「コスタリカの会」の小倉さんも
参加。活発な討論が行われました。10 月 14 日金 7 時から 10 月度 ZOOM 運営委、10
月 20 日木に朝 10 時から昼休みを挟んで 5 時まで、危機的状態にあるウクライナ戦争につ
いて、ZOOMシンポジウムを開くことを決めました。 
本「草の根ニュース」128 号は、米占領軍補完軍隊で違憲の「自衛」「隊」美化の

風潮が格段に強まり、さらに基地条約 5 条に従って行動する（「米軍出動も認め
る」）とまで公然と許容する著書まで出版されている情勢に対応して編集しました。
それは、北海道長沼ナイキ訴訟への断乎たる正しい回答「福島判決」の特集連載の開始で
す。壊憲をたくらむ自公政権維新国民などの 3 分の 2 多数は参議院選挙で阻止できま
せんでした。「ウクライナ戦え戦え」だけでは米帝国主義と自公内閣のあと押しで
す。「停戦」を要求しない政策では、米帝国主義擁護と自公内閣の票を増やすだけ
で、来年地方選での敗北も招きます。今、ロシアの核兵器使用阻止活動を格段に強め
るとともに、ロシ・ウク両国へ停戦を要求することへ方針を大きく野党が前進させる
ことが強く求められます。これ以外に、核戦争阻止のウ政策はありません。 
対米独立という民族の旗を下ろしてしまっては、そのような政治勢力に未来はあり

ません。（H） 

「攻め込まれたまま（主権侵害され）70年」の日本沖縄 

米侵略軍 5万 6千人、基地 197。 
首都の上空を、外国軍によって管制されている国が 

どこにありますか！ 
5万 6千の外国兵が自由勝手に、出入国が全く自由、
また、基地から日本国内へも出入り自由！コロナも 

ノーチェック！沖縄県でのコロナ感染は米兵からだった！ 
これらを「占領」状態といいます。 

 
真の自衛は米軍撤退、米占領軍補助軍隊解散し、 

27万 4千を国際災害救助隊へ 
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〔対米独立運動資料〕 

アメリカ合衆国司法長官 ロバート・ケネディ氏に問う 

－日本青年学生の公開質問状－ 

あなたは米国政府の司法長官として、
また米大統領の実弟として、その米国
政府内における実力は広く内外に認め
られております。 
 私たち日本の青年学生は、アメリカ
合衆国の建国の歴史を学び、その自由
を尊び、独立を闘いとる崇高な精神に
ふれるたびに、大きな感激を覚えるも
のであります。イギリス帝国の圧制と
抑圧の植民地支配に対して、武器をも
って立ち上がり、世界史に不朽の輝き
を放っている独立宣言のもとに、独立
をかちとった、アメリカ合衆国人民の
闘いの伝統は、いまや、アジア、アフ
リカ、ラテンアメリカの諸国人民に受
けつがれ、巨大なほのおとなって、世
界を焼きつくそうとしております。 
 しかるに、この自由と独立の輝かし
い伝統をもつ、アメリカ合衆国が、今
や、世界諸国民の自由と独立の闘いを
抑圧する勢力の先頭に立っているの感
を禁じ得ません。そしてこれこそが、
世界の緊張激化の根本原因になってい
るように思われます。 
 私たち、日本の学生は、二十世紀の
後半において、かつては世界人民の自
由の旗手であった、アメリカ合衆国の
政治の任にたずさわるあなたに対して、
率直な疑問を提すると共に、再び、ア
メリカ合衆国が、自由独立の旗をその
手ににぎられることを心から望むもの
であります。早稲田大学において青年
学生と親しく語られるこの機会に、私
たち日本の青年学生は、あなたに、以
下の事項に関して質問し、あなたの率
直な御回答を期待しています。 
  
１、さる２月１日、琉球立法院は第１

９回定例議会の開会冒頭に、アメリカ
は沖縄の施政権を日本に返還すべきで
あるとの要請決議を満場一致で採決し
ました。 
この決議は、「アメリカの沖縄支配が
明らかに国連憲章に違反する不法なも
のであり、また第１５回国連総会で採

択された“あらゆる形の植民地主義をす
みやかにかつ無条件に中止させる“との
植民地独立宣言にそむき、沖縄住民の
意思に反して不当な支配がなされてい
る」とのべています。沖縄百万の人民
は、面積の半分以上を米国軍隊の軍事
基地として取上げられ、日夜、はかり
しれない物質的、精神的被害を受けて
います。沖縄県民はれっきとした日本
の同胞であります。沖縄県民の苦痛は、
私たち本土の学生にとっても耐えがた
い苦痛であります。沖縄県民の祖国復
帰の願いは、私たちすべての日本国民
の願いであります。この一致した切実
な要求に対しあなたはアメリカ政府を
代表して率直に回答されたい。 
  
２、昨年夏以来日本各地で在日米空軍
機による事故が続発し、各地で多くの
被害を出しています。例えば茨城県下
においては米軍機が民家を砲撃した事
件が最近起こりました。このような事
件は、貴国軍隊が我が国を占領して以
来、かず限りなく起こっています。こ
のような事件が発生する原因は貴国の
軍隊と軍事基地が日本に今なお在留す
るという不正常な状態にあると私たち
青年学生は考えます。 

なお米政府当局の発表によれば２５メ
ガトンの水爆２個を積んだＢ５２爆撃
機が日本に常時配置されているとのこ
とでありますが、日本政府はこれを否
定しています。この日米政府間のくい
違いについてあなたの責任ある回答を
求めます。また現在の世界にあって真
に平和を保障し、戦争を防ぐ道は、軍
備強化や軍事同盟締結にあるのではな
く、世界の軍備を全廃し、軍事同盟を
破棄し、この地球上から戦争の道具を
一掃することが現在最も重要になって
きているとわれわれは確信します。こ
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のような意味から私たち日本の青年学
生は、日米安保条約に断固として反対
しましたし、現在でも、安保条約の破
棄と、貴国軍隊の本国引上げを特に強
く要求しています。さらにこの精神は、
日本国憲法前文にも」政府の行為によ
って再び戦争の惨禍が起こることのな
いように決意し」として、さらに第九
条に「日本国民は、正義と秩序を基調
とする国際平和を誠実に希求し、国権
の発動たる戦争と武力による威嚇又は
武力の行使は、国際紛争を解決する手
段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達成するため、陸海空軍
その他の戦力はこれを保持しない。国
の交戦権は、これを認めない」として、
成文化されています。この規定は、第
二次世界大戦において、学業なかばに
して「学徒出陣」を強制され死んでい
った、日本の青年学生の血をもってあ
がなわれたものであります。私達青年
学徒は、再び、「わだつみの悲劇」を
くりかえさないつもりであります。憲
法に規定された「戦力」は自国、他国
を問わず、あらゆる「戦力」の存在 
を禁ずるものであり、日本自衛隊はも
ちろんのこと、アメリカ合衆国軍隊も
含まれものです。私たち日本の学生は、
安保条約の破棄と貴国軍隊の本国引き
上げによって、日本国憲法の、この平
和的条項を完全に実現したいと考えて
おります。 
これを実現することによって日本の中
立化と完全な独立が実現され、日本の
平和と安全がはかられるし、世界の平
和にも大きく貢献するとわれわれは考
えますが、あなたはいかなる考えを持
っておられますか。 
  
３、新聞報道によりますと「アメリカ

政府はアメリカ共産党とその同調団体
を外国の手先として登録を強制するス
ミス・マッカラン法の適用にふみきり、
登録を拒否する者に対して１日１万ド
ルの罰金を課することを決定した」
（１０月２４日付朝日新聞）といわれ
ます。１７７６年、Ｇ・ワシントンを
はじめとするアメリカの偉大な先覚者
たちがイギリス植民地主義に反対し、
血みどろの闘いを経て勝ち取ったアメ
リカの独立とその精神は何であったの

か。独立宣言ははっきりと述べていま
す。「すべての人は平等であり、一定
の譲ることのできない権利を有してい
る。これらの権利の中には生命・自由
および幸福の追求が含まれている。 
いかなる政府でも以上の権利を破壊す
る場合には、人民はこれを改廃し、そ
の安全と幸福とに適すると認められる
主義を基礎として新しい政府を創立す
る完全な権利を持つ」と。独立宣言を
引用するまでもなくスミス・マッカラ
ン法は合衆国憲法に違反していると考
えざるをえません。なぜならば、連邦
最高裁判所においてスミス・マッカラ
ン法は５対４のきわどい差で「合憲」
の判決の下った、法律的にも多くの問
題点、疑問点を持つ法律だからです。 
 アメリカ合衆国憲法修正第１条は
「言論もしくは出版の自由、または人
民の平穏に集会する権利および苦痛の
救済を政府に対して請願する権利を縮
減する法律を制定してはならない」と
規定しています。アメリカ合衆国最高
裁判所のダグラス判事は「当裁判所は、
今日、結社による罪（団体へ加入する
罪）を法的に是認して、なんら不法行
為を犯していない個人を牢獄へ送った
のである。本日、伝統的解釈が破られ
たことはきわめて重大な事柄であり、
それは、全体主義的理念を導入するも
のである」と述べ、さらに「本件にお
いて単なる信念を処罰したことは、修
正第１条の従来の理念を犠牲にして、
全体主義的理念に代わらしめたもので
ある」として反対しております。ダグ
ラス判事のみならず、ブラック、ブレ
ナン両判事、ウォーレン長官も最高裁
判決に反対しています。さらに、マッ
カラン法破棄の要求は、前コロンビア
大学文学部教授ドロシー・ブルスター
氏をはじめとしてアメリカの多数の知
識人の要求になっています。このスミ
ス・マッカラン法によるアメリカ共産
党の実質的な非合法化に対して、イギ
リスの知識人が結集して作った「アメ
リカの民主的権利を守る委員会」をは
じめ世界各国の知識人、文化人、言論
界から多くの批判があなたに集中して
います。 
 あなたは司法長官としてこの問題の
直接の、しかも最高責任者であります。
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あなたはこの批判に対してきたんなく
答えていただきたい。 
  
４、あなたは昨年８月「西ベルリンの

自由を守るためには核戦争も辞せず」
との発言を公式の席上で行っています
が、現在の核戦争が人類になにをもた
らすかを十分承知の上で、十分考えた
上での発言なのでありましょうか。 
 ケネディ年頭教書によれば、「５千
万の核防空ごう建設予定地が選択、決
定をみつつある」と述べ、防空ごう建
設熱をあおっています。これに対して、
先年の１１月１０日、ボストン付近の
大学教授１８０名が、反対の声明を新
聞に出しました。サンフランシスコ地
方でも８大学の教授５３８名が、同じ
ような公開質問状を新聞に発表してい
ます。アメリカ知識人の行動に対して、
核兵器の被害を貴国によって、三度も
受けた唯一の国である日本の国民は、
深い共感を覚えます。 
 もし現在でも核戦争も辞せず、核防
空ごう建設を進めるという考えに変化
がないのであるならば、われわれ日本
人はあなたに対し断固として抗議し、
その危険な考えと発言をただちに撤回
するよう強く要求します。 
 さらに、日本の戦争前の経験から考
えて、戦争準備と民主主義的権利の抑
圧とはいつも裏と表の関係で進行する
ようです。以上のような、貴国の戦争
準備と、アメリカ共産党の事実上の非
合法化をはじめとする、民主主義の抑
圧とは、何らかの関係があるとあなた
はお考えになりますか。 
  
５、昨年４月発足まもないケネディ政

権の司法長官として、あなたはＣＩＡ
を使い、キューバの亡命者を雇ってキ
ューバ人民共和国に対する武力干渉を
行ったことは世界周知の事実です。 
 これに対し、あなたは責任をどのよ
うに感じておられるのであるか。また、
先日米州機構会議において、米国政府
は、ブラジル、アルゼンチン、メキシ
コなど６ヶ国の反対にもかかわらず、
キューバの追放を強行していますが、
これはキューバ人民共和国に対する内
政干渉と考えられます。あなた及び米
国政府は、他国がその住民の意志に基

づいてさまざまな政治制度に基づく国
家を建設することに同意できないので
ありましょうか。 
  
６、アメリカ政府は、住民の支持を全

く失っている南ベトナムのゴ・ジンジ
エム政権、軍事クーデターによって成
立した南朝鮮のファッショ的な朴軍事
政権、中国人民から見放された台湾の
蒋介石政権をそれが反共政権であるか
らといって支持する方針なのでありま
しょうか。１９６０年４月、李承晩独
裁政府を倒した南朝鮮の学生たちは、
いま政権のもとで獄中に、苦しんでい
ます。わたくしたち日本の学生にとっ
て、「祖国統一」「平和中立」の彼ら
の要求は当然だと思われます。「自由
主義体制」を守るためには、自由を抑
圧することもやむを得ないことなので
しょうか。また、先日のＵＰＩ通信は
サイゴンからの報道として南ベトナム
での戦闘にアメリカ正規軍が、直接参
加していることを報じています。これ
がもし事実であるならばアメリカ政府
は民族解放闘争に公然と干渉する方針
を決定しているのでありましょうか。
これは、諸国民の独立を保障したアメ
リカ独立宣言といかなる関係にあるの
でしょうか。あなたの責任ある回答を
求めます。 
 以上６項目についてあなたに質問い
たしますが、これらはいずれもアメリ
カ政府の実力第一人者であられる司法
長官ロバート・ケネディ氏が早稲田大
学で行う講演会で、日本の青年学生に
直接答えていただきたい事項でありま
す。 
 あなたの誠意ある回答をお待ちして
います。 
１９６２年２月６日 
  
アメリカ合衆国司法長官ロバート・ケ
ネディ殿 
 
明治大学二部学生自治会、 
三多摩学生自治会協議会、 
明治大学商学部学生自治会、 
早大第一文学部生自治会、 
東京都立大学学生自治会、 
早大教育学部学生自治会、 
東京大学文学部学友会、 
早大第一政治経済学部学友会 


